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○越前町生ごみ減量化推進補助金交付要綱  

平成１８年６月２ ７日  

告示第２５号  

（目的）  

第１条  この補助金は、家庭から排出される生ごみを 自主的に減量化及

び資源化するため、処理容器購入者に対し、その費用 の一部を補助す

ることにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上及び ごみの減量化に

よる処理経費の低減を図ることを目的とする。  

（交付対象者）  

第２条  補助金の交付を受けることができるものは、 越前町に住所を有

する個人及び越前町に所在する団体で、処理容器を購 入して越前町内

に設置し、その用途に従って自ら継続的に使用するも のとする。ただ

し、町長が特に認めた場合は、この限りでない。  

（交付対象処理容器）  

第３条  補助金交付対象となる処理容器は、次のとお りとする。  

（１）  コンポスト容器  電気を使用せず、発酵や分 解などの方法に

より、生ごみを処理する堆肥化容器をいう。  

（２）  密閉容器  前号のうち、密閉のできるふたの 付いた容器をい

う。  

（補助金の額）  

第４条  補助金の額は、購入費用の３分の２以内（当 該額に１００円未

満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）と し、次に掲げる

とおりとする。  

（１）  前条第１号に掲げる処理容器については、１ 世帯につき２個

までとし、１個につき１０，０００円を限度とする。  

（２）  前条第２号に掲げる処理容器については、１ 世帯につき２個

までとし、１個につき２，０００円を限度とする。  

（交付の申請）  

第５条  補助金の交付の申請をしようとする個人及び 団体は、生ごみ減
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量化推進補助金交付申請書（様式第１号）（団体につ いては処理容器

購入世帯届出書（様式第２号）を添えて）を町長に提 出しなければな

らない。  

２  この告示による補助金の交付を受けたものは、交 付決定及び交付額

確定を受けた日から起算して、３年を経過しなければ 、前条の補助限

度数を超えてこの告示に基づく補助金の交付申請をす ることができな

い。ただし、申請者が、当該処理容器を善良な管理の 下に使用したに

もかかわらず、機能が果たせなくなったと町長が認め た場合はこの限

りでない。  

（交付の決定通知）  

第６条  町長は、前条の規定により補助金の交付申請 があったときは、

その内容を審査し、必要に応じ実態調査等を行い、補 助金の交付を適

当と認めたときは、予算の範囲内において交付の決定 をし、生ごみ減

量化推進補助金交付決定通知書（様式第３号）により 、申請者に通知

しなければならない。  

２  補助金交付の決定をする場合は、町長は補助金交 付の目的を達成す

るため必要と認めたときは、条件を付することができ る。  

（請求）  

第７条  前条の交付決定を受けた被交付決定等者は、 直ちに生ごみ減量

化推進補助金交付請求書（様式第４号）を提出しなけ ればならない。  

（補助金の返還）  

第８条  町長は、虚偽の申請その他不正な手段により 補助金の交付を受

けた者に対し当該補助金の全部又は一部を返還させる ことができる。  

（その他）  

第９条  この告示に定めるもののほか、この補助金の 交付に関し、必要

な事項は、越前町補助金等交付規則（平成１７年越前町規 則第３１号）

の定めるところによる。  

附  則  

（施行期日）  
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１  この告示は、公布の日から施行する。  

（越前町生ごみ処理器購入補助金交付要綱の廃止）  

２  越前町生ごみ処理器購入補助金交付要綱（平成１ ７年越前町告示第

３９号）は、廃止する。  

（経過措置）  

３  この告示の施行日以前に越前町生ごみ処理器補助 金交付要綱による

補助金の交付決定を受けたことのある個人は、越前町 生ごみ減量化推

進補助金交付要綱第４条の規定にかかわらず、補助限 度基数を１世帯

につきコンポスト容器、密閉容器それぞれ２個までと する。  

附  則（平成１９年３月２６日告示第４号）  

この告示は、平成１９年４月１日から施行する。  

附  則（平成２６年３月２４日告示第５号）  

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。  

附  則（令和３年４月１日告示第１０号）  

この告示は、令和３年４月１日から施行する。  

附  則（令和４年１２月１日告示第６０号）  

この告示は、令和４年１２月１日から施行する。  
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様式第１号（第５条関係）  

様式第２号（第５条関係）  

様式第３号（第６条関係）  

様式第４号（第７条関係）  

 


